
議案第１３１号 

   市道路線の廃止について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議決を求める。 

  令和５年６月７日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 

 

路  線  名 

 

延  長 

   ｍ 

 

幅 員 

  ｍ 

起   点 終   点 重要な経過地 

Ａ 第 １ ５ ４ 号 線 14 49 1 20 

さいたま市桜区大字

五関字古貝戸４１番

１地先 

さいたま市桜区大字

五関字古貝戸４１番

２地先 

 

Ｎ 第 １ ８ ６ 号 線 201 43 

0 

～ 

2 

90 

 

70 

さいたま市緑区大字

上野田字向原４３０

番１地先 

さいたま市緑区大字

上野田字向原４８１

番１地先 

 

Ｏ 第 １ ０ ８ 号 線 81 04 1 80 

さいたま市緑区大字

寺山字中郷８９０番

１地先 

さいたま市緑区大字

寺山字中郷８８２番

１地先 

 

１ １ ４ ８ ９ 号 線 46 89 

1 

～ 

1 

82 

 

83 

さいたま市見沼区大

字 沼字薊ヶ谷戸９

９４番１地先 

さいたま市見沼区大

字 沼字薊ヶ谷戸９

９３番４地先 

 

２ ２ ４ ３ ４ 号 線 86 63 

0 

～ 

1 

91 

 

83 

さいたま市見沼区大

字御蔵字小松台２１

８番５地先 

さいたま市見沼区大

字御蔵字小松台２１

８番７地先 

 

３ １ ８ ９ ７ 号 線 9 43 1 82 

さいたま市西区大字

指扇字赤羽根２５７

３番１地先 

さいたま市西区大字

指扇字赤羽根２５７

３番１地先 

 

６ １ ４ ４ 号 線 4 32 2 50 

さいたま市岩槻区大

字野孫字谷中２２７

番１地先 

さいたま市岩槻区大

字野孫字谷中２２７

番１地先 

 

 


